
定住自立圏の形成に関する協定書

平成２２年９月

室蘭市・伊達市



定住自立圏の形成に関する協定書

室蘭市（以下「甲」という。）と伊達市（以下「乙」という。）は、定住自立圏の

形成に関し、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、西いぶり定住自立圏の中心市宣言（定住自立圏構想推進要綱（平

成２０年１２月２６日総行応第３９号総務事務次官通知）第４の規定によるものを

いう。）を行った甲と、甲が行った中心市宣言に賛同した乙が、相互に役割を分担

し連携を図りながら、定住に必要な都市機能及び生活機能の確保・充実を図るとと

もに、地域資源を活用した経済の活性化と交流の促進に努め、安心して暮らし続け

ることができる西いぶり定住自立圏の形成について、必要な事項を定めることを目

的とする。

（基本方針）

第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次条に規定する政策の分

野の取組において、相互に役割分担と連携を図り、共同し又は補完するものとする。

（連携する取組及び役割分担）

第３条 甲及び乙が取り組む政策分野は、次の各号に掲げるものとし、当該各号にお

ける取組の内容並びに甲及び乙の役割は、別表第１から別表第３までに定めるとお

りとする。

（１） 生活機能の強化に係る政策の分野

（２） 結びつきやネットワークの強化に係る政策の分野

（３） 圏域マネジメント能力の強化に係る政策の分野

（事務の執行に当たっての連携、協力及び費用負担）

第４条 甲及び乙は、前条に規定する取組を推進するため、相互に役割を分担して連

携し、又は協力して事務の執行に当たるものとする。

２ 甲及び乙は、前条に規定する取組を推進するために必要な費用が生じる場合は、

相互の受益の程度を勘案し、当該費用を負担するものとする。

３ 第１項の規定により必要となる手続及び人員の確保に係る負担及び前項に規定す

る費用の負担については、その都度、甲乙協議して別に定めるものとする。



（協定の変更）

第５条 この協定を変更する場合は、甲乙が協議の上、これを定めるものとする。こ

の場合において、甲及び乙は、あらかじめ議会の議決を経るものとする。

（協定の廃止）

第６条 甲及び乙は、この協定を廃止しようとする場合は、あらかじめ議会の議決を

経た上で、その旨を他方に通告するものとする。

２ 前項の規定による通告は書面によって行い、議会の議決書の写しを添付するもの

とする。

３ この協定は、第１項の規定による通告があった日から起算して２年を経過した日

にその効力を失う。

（疑義の解決）

第７条 この協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙の協議の上、その解決を図るもの

とする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１

通を保有する。

平成２２年９月３０日

室蘭市幸町１番２号

甲 室蘭市

市長 新 宮 正 志

伊達市鹿島町２０番地１

乙 伊達市

市長 菊 谷 秀 吉



別表第１（第３条関係）

生活機能の強化に係る政策の分野

１. 医療

（１）地域医療体制の充実

取組内容 甲の役割 乙の役割

圏域内の医療機関間の連

携を促進することにより、住

民の安心を支える地域医療

体制の充実を図る。

ア．電子カルテなど診療情報

を医療機関間で共有する

「医師・医療機関間相互連

携システム」について、甲

の区域内における医療機

関の参加を促進するとと

もに、室蘭地域医療連携協

議会を中心に当該システ

ムの充実に取り組む。

ア．乙の区域内における医療

機関について、「医師・医

療機関間相互連携システ

ム」への参加を促進し、甲

の区域内の医療機関との

連携による医療体制の充

実に取り組む。

２．防災

（１）地域防災体制の充実

取組内容 甲の役割 乙の役割

有珠山噴火をはじめとす

る災害時の相互応援体制を

構築するとともに、市立室蘭

総合病院の医療従事者によ

る災害派遣医療チーム（ＤＭ

ＡＴ）の編成により、地域防

災体制の充実を図る。

ア．災害時における職員派遣

や資機材提供、避難施設の

提供をはじめ、甲が関係機

関と締結する協定内容に

基づく支援など、乙と相互

応援体制を構築する。

イ．市立室蘭総合病院の医療

従事者等による災害派遣

医療チーム（ＤＭＡＴ）を

編成し、必要資機材の整備

を行う。

ア．災害時における職員派遣

や資機材提供、避難施設の

提供など、甲と相互応援体

制を構築する。

３．観光

（１）広域観光の推進

取組内容 甲の役割 乙の役割

室蘭市のものづくり資源

や、登別温泉・洞爺湖温泉、

洞爺湖有珠山ジオパーク、縄

文遺跡群など、圏域の観光資

源を活用し、広域的な滞在

型・体験型観光の推進を図

る。

ア．関係団体等と連携し、地

域資源を活用した観光プ

ログラム・ルートの開発に

取り組む。

イ．関係団体等と連携し、観

光客の受入れに係る案内

情報の充実や、拠点施設整

備、人材育成に取り組む。

ウ．関係団体等と連携し、国

内外の観光客誘致に取り

組む。

ア．関係団体等と連携し、地

域資源を活用した観光プ

ログラム・ルートの開発に

取り組む。

イ．関係団体等と連携し、観

光客の受入れに係る案内

情報の充実や、拠点施設整

備、人材育成に取り組む。

ウ．関係団体等と連携し、国

内外の観光客誘致に取り

組む。



４．環境

（１）地域環境関連活動の推進

取組内容 甲の役割 乙の役割

省エネ・省資源などにかか

わる住民の環境意識向上や、

温室効果ガスの削減に対応

した事業者の取組支援、不法

投棄の防止など、圏域におけ

る環境関連活動の推進を図

る。

ア．環境家計簿の普及促進や

環境セミナーの開催等に

よる住民の環境意識向上

について、乙と連携し取り

組むとともに、温室効果ガ

スの削減などにかかわる

事業者の取組を、室蘭テク

ノセンター等と連携し支

援する。

イ．不法投棄防止の促進や住

民等の意識向上について、

乙と連携し取り組む。

ア．甲と連携し、住民の環境

意識向上に取り組むとと

もに、温室効果ガスの削減

などにかかわる事業者の

取組を支援する。

イ．不法投棄防止の促進や住

民等の意識向上について、

甲と連携し取り組む。

（２）再生可能エネルギーの導入促進

取組内容 甲の役割 乙の役割

地域資源を活用した再生

可能エネルギーの導入を促

進し、低炭素社会に対応した

圏域のエネルギー利用を図

る。

ア．木質ペレット・地熱・太

陽光・風力など地域資源を

活用した再生可能エネル

ギーについて、公共及び民

間施設での利用促進に取

り組む。

ア．木質ペレット・地熱・太

陽光・風力など地域資源を

活用した再生可能エネル

ギーについて、公共及び民

間施設での利用促進に取

り組む。

５．教育

（１）広域学校教育の推進

取組内容 甲の役割 乙の役割

室蘭工業大学や室蘭市青

少年科学館との連携による

理科教育、ものづくり教育の

充実をはじめ、圏域の資源を

活用した総合学習の推進に

より、広域的な学校教育活動

の推進を図る。

ア．室蘭工業大学及び青少年

科学館の施設活用や出前

講座等により、乙の区域内

の小中学校における理科

教育や、ものづくり教育の

充実を支援する。

イ．乙の区域内の資源を活用

し、小中学校における広域

的な総合学習を推進する

とともに、乙の推進する広

域的な総合学習に協力す

る。

ア．甲と連携し、小中学校に

おける理科教育や、ものづ

くり教育の充実を図る。

イ．甲の区域内の資源を活用

し、小中学校における広域

的な総合学習を推進する

とともに、甲の推進する広

域的な総合学習に協力す

る。



（２）広域社会教育の推進

取組内容 甲の役割 乙の役割

洞爺湖有珠山ジオパー

ク・縄文遺跡等の地域資源の

活用や、室蘭工業大学・青少

年科学館との連携により、広

域的生涯学習を推進し、生涯

学習人材の育成・活用に連携

して取り組むとともに、文

化・スポーツ活動等における

連携促進により、広域的な社

会教育活動の推進を図る。

ア．乙と連携し広域的な生涯

学習、文化・スポーツ等の

社会教育活動を推進する

とともに、乙の実施する各

種事業内容の市民周知に

協力する。

イ．乙と連携し生涯学習人材

の育成に取り組むととも

に、講師派遣等の人材の活

用に協力する。

ア．甲と連携し広域的な生涯

学習、文化・スポーツ等の

社会教育活動を推進する。

イ．甲と連携し生涯学習人材

の育成に取り組むととも

に、講師派遣等の人材の活

用に協力する。

別表第２（第３条関係）

結びつきやネットワークの強化に係る政策の分野

１．ＩＣＴネットワーク

（１）行政情報ネットワークの推進

取組内容 甲の役割 乙の役割

地域に密着した暮らしの安

全・安心情報等に関するメー

ル配信システムをはじめ、図

書館の広域利用や教育情報

システムの共同化など、行政

情報ネットワークの構築を

推進する。

ア．地域に密着した安全・安

心等の情報発信を図るた

め、乙と共有できるメール

配信システムの構築及び

運営を行う。

イ．乙と共同で、図書館情報

システム等の行政情報ネ

ットワークの構築及び運

営に取り組む。

ア．甲と連携し、地域に密着

した安全・安心等の情報発

信を図るため、メール配信

システムの運営を行う。

イ．甲と共同で、図書館情報

システム等の行政情報ネ

ットワークの運営に取り

組む。

２．地産地消

（１）西胆振農水産物の消費拡大

取組内容 甲の役割 乙の役割

地元で生産される農水産

物の圏域内での消費拡大を

図るため、地元農水産物の消

費啓発活動を推進し、圏域に

おける地産地消を促進する。

ア．乙と連携し、地元農水産

物の消費拡大に向けて、旬

の食材や調理方法、地域の

食材を活用した加工品等

に係る住民周知など啓発

活動を行う。

ア．甲と連携し、地元農水産

物の消費拡大に向けて、旬

の食材や調理方法、地域の

食材を活用した加工品等

に係る住民周知など啓発

活動を行う。



別表第３（第３条関係）

圏域マネジメント能力の強化に係る政策の分野

１．人材育成

（１）人材育成の推進

取組内容 甲の役割 乙の役割

行政機能の多様化、高度化

に対応した人材の育成を図

るため、合同による研修や室

蘭工業大学との連携による

研修等を行う。

ア．乙と連携し合同での職員

研修を実施する。

イ．室蘭工業大学と連携し、

政策形成や職員の能力向

上にかかわる研修等を実

施する。

ア．甲と連携し合同での職員

研修を実施する。

イ．室蘭工業大学と連携し、

政策形成や職員の能力向

上にかかわる研修等を実

施する。


